
騒音・振動・悪臭関係第６節

地域の
類 型

該 当 地 域

時 間 の 区 分

昼 間
�
�
午前６時から�

�午後１０時まで

夜 間
�
�

午後１０時から �
�翌日の午前６時まで

Ａ

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域
第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 地 域
田 園 住 居 地 域
第 １ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域
第 ２ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

Ｂ

第 １ 種 住 居 地 域
第 ２ 種 住 居 地 域
準 住 居 地 域
用 途 地 域 の 定 め の な い 地 域

Ｃ

近 隣 商 業 地 域
商 業 地 域
準 工 業 地 域
工 業 地 域

６０デシベル以下 ５０デシベル以下

※ 工業専用地域については適用されない。

地 域 の 区 分 昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する
地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及
びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 ６５デシベル以下 ６０デシベル以下

※ 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

（１）騒音に係る環境基準（騒音の評価手法は、等価騒音レベル）
ア 一般地域の環境基準＊

イ 道路に面する地域の環境基準
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環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。



区 分 昼 間 夜 間
屋 外 ７０デシベル以下 ６５デシベル以下
窓 を 閉 め た 屋 内 ４５デシベル以下 ４０デシベル以下

※１ 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、４車線以上の市町村道及び自動車専用道路をいう。
※２ 近接する空間とは、道路端からの距離が、２車線以下では１５m、３車線以上では２０mの区間をいう。
※３ 窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるとき

である。

物質濃度規制地域 臭気指数規制＊地域
２２の特定悪臭物質の濃度による規制 臭気全体のにおいの強さによる規制

※臭気指数とは、においを感じなくなるまで、においを無臭空気で希釈した時の希釈倍率（臭気濃度）を対数化して、１０倍した数値。

区 分 施設・作業の種類 工場等数

振
動
規
制
法
対
象

特
定
施
設

金属加工機械
圧縮機
土石用粉砕機等
織機
コンクリートブロックマシン等
木材加工機械
印刷機械
ロール機
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機

２，５７８
２，４６２
１７９
２４９
１５
４５
５３９
５４
５５４
４４

計 ６，７１９
特
定
建
設
作
業

くい打機等を使用する作業
鋼球を使用して破壊する作業
舗装版粉砕機を使用する作業
ブレーカーを使用する作業

１２５
０
２０
９５９

計 １，１０４

区 分 施設・作業の種類 工場等数

騒
音
規
制
法
対
象

特

定

施

設
＊

金属加工機械
空気圧縮機等
土石用粉砕機等
織機
建設用資材製造機械
穀物用製粉機
木材加工機械
抄紙機
印刷機械
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機

２，７８８
４，８０５
２７３
３００
１７８
１８
９１０
４７
９１６
７３５
６４

計 １１，０３４

特
定
建
設
作
業

くい打機等を使用する作業
びょう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業
空気圧縮機を使用する作業
コンクリートプラント等を設けて行う作業
バックホウを使用する作業
トラクターショベルを使用する作業
ブルドーザーを使用する作業

１２９
６

１，２９８
１７０
３

２８３
４
２２

計 １，９１５

（Ｒ５．３現在）

（出典：環境省）

ウ 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例）

（２）悪臭防止法に基づく規制内容

（３）騒音規制法と振動規制法の対象工場等数
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臭気指数規制
ハイライト表示
悪臭防止法に基づき、平成18年10月1日から、多くの市町で導入された規制方式。「におい」全体の強さを人間の嗅覚を利用して測定するので、住民の被害感と一致しやすく、従来の物質濃度規制と比較して、多種多様な「におい」の物質に対応が可能である。この臭気指数規制の導入により、従来の規制では捕捉が困難だった複合臭を規制することができるようになった。

特定施設
ハイライト表示
水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。水質汚濁防止法では「有害物質又は生活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出する」施設、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する」施設、振動規制法では「著しい振動を発生する」施設、ダイオキシン類対策特別措置法では、「ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する。又はダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する」施設をいい、政令でその規模等の範囲が定められている。



区域の区分
時間の区分

昼間 夜間

１
ａ区域及びｂ区域のうち１車線を有する道路
に面する区域

６５デシベル ５５デシベル

２
ａ区域のうち２車線以上の車線を有する道路
に面する区域

７０デシベル ６５デシベル

３
ｂ区域のうち２車線以上の車線を有する道路
に面する区域及びｃ区域のうち車線を有する
道路に面する区域

７５デシベル ７０デシベル

昼 間 夜 間
７５デシベル ７０デシベル

区域の
類 型

該当地域

ａ区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住居地
域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域

ｂ区域 第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、用途地域の定め
のない地域

ｃ区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

地域の類型 基 準 値

Ⅰ ７０デシベル以下

Ⅱ ７５デシベル以下

（４）自動車騒音に係る要請限度（騒音の評価手法は、等価騒音レベル）
ア 区域の区分と要請限度

ウ 区域の類型

（５）新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要
環境基準

イ 幹線交通を担う道路に近接する区域に係る要請限度（特例）

※ 地域の類型Ⅰ：主として住居の用に供される地域。
地域の類型Ⅱ：Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地

域。

１ 指定地域の範囲
東北新幹線・上越新幹線の軌道中心線から左右両側にそれぞれ３００m以内の地域。ただし、戸田市、蕨市及びさいたま市（旧大宮市の区域を除く。）の区域
では軌道中心線から左右両側にそれぞれ２００m以内の地域とし、また、長大スパンけた橋りょうの各橋台からそれぞれ４００mの区間では、軌道中心線から左右
両側にそれぞれ４００m以内の地域とする。
２ 類型の当てはめ
類型Ⅰ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住居地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、

第２種住居地域、準住居地域、用途地域が定められていない地域
類型Ⅱ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

３ 指定から除外する地域及び類型を当てはめない地域
工業専用地域、河川区域、鉄道用地

（６）新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定の概要
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新幹線名 測 定 区 域
（測定年月日）

用途地域（類型） 騒音レベル＊（デシベル） 振動レベル（デシベル）
２５m ５０m １００m ２５m

東

北

新

幹

線

大

宮

駅

以

北

上 尾（上り側）
（Ｒ６．１．１０）

第２種住居地域
（Ⅰ） ７６ ７３ － ５４

伊 奈（上り側）
（Ｒ６．１．１７）

無 指 定
（Ⅰ） ７１ ７１ ６２ ５６

白 岡（下り側）
（Ｒ６．１．１８）

第１種住居地域
（Ⅰ） ６８ ６６ ６０ ５３

久 喜（下り側）
（Ｒ６．１．１８）

第１種住居地域
（Ⅰ） ７０ ６５ ６０ ６１

大
宮
駅
以
南

戸 田（下り側）
（Ｒ６．１．１０） 第１種住居地域

（Ⅰ）

６７ ６２ ５８ ５０

戸 田（上り側）
（Ｒ６．１．１０） ６９ ６２ ５８ ４６

上

越

新

幹

線

上 尾（下り側）
（Ｒ６．１．１０）

無 指 定
（Ⅰ） ６７ ６５ ６１ ５３

鴻 巣（下り側）
（Ｒ６．１．１７）

無 指 定
（Ⅰ） ７７ ７５ ７１ ６０

行 田（下り側）
（Ｒ６．１．１６）

第１種住居地域
（Ⅰ） ７４ ７１ ６３ ５９

熊谷宮本（下り側）
（Ｒ６．１．１６）

商 業 地 域
（Ⅱ） ７４ ７１ ６６ ５４

熊谷三ヶ尻（下り側）
（Ｒ６．１．１１）

無 指 定
（Ⅰ） ７４ ７２ ６７ ３９

本 庄（下り側）
（Ｒ６．１．１１）

無 指 定
（Ⅰ） ７５ ６９ ６１ ５３

※１ 測定結果欄の距離は、測定地点側の軌道中心からの距離である。
※２ 測定結果欄の＿は、環境基準値を超えたことを示す。

（７）東北・上越新幹線鉄道騒音・振動測定結果（令和５年度）
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騒音レベル
ハイライト表示
ある大きさの音圧と基準の音圧との比を対数化して表したもの、又はこの値に経済産業省令で定める聴感補正を行ったもので、単位はデシベル（dB）が用いられる。騒音の規制等で用いるのは、聴感補正を行ったもので通常、計量法第71条の条件に合格した騒音計で、周波数補正回路A特性により測定される。



（９）航空機騒音に係る環境基準の地域指定の概要
ア 対象飛行場
入間飛行場、横田飛行場地 域 の 類 型 基 準 値

Ⅰ ５７デシベル以下
Ⅱ ６２デシベル以下

地域の類型 当 て は め る 地 域

Ⅰ

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、田園住
居地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用
地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、用途
地域の定めのない地域

Ⅱ 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

対 象
範 囲（滑走路中心線から）

東 側 西 側 南 側 北 側
３㎞ ２㎞ ７㎞ １０㎞入 間 飛 行 場
３㎞ ２㎞ 都県境 １７㎞横 田 飛 行 場

イ 指定地域の範囲

※ Ⅰ類型：専ら住居の用に供される区域。
Ⅱ類型：Ⅰ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある区域。

ウ 地域の類型を当てはめる地域

エ 当てはめから除外する地域
工業専用地域、入間基地内

番号 測 定 地 類 型
Lden

（デシベル）
騒音発生回数

（上段：総数、下段：１日平均）
有効測定日数
（日）

入
間
飛
行
場
南
側

１ 宮前小学校
（所沢市東狭山ヶ丘） Ⅰ ５５

１３，６５６
３６６

３７

２ 所沢西高等学校
（所沢市北野新町） Ⅰ ５３

６，５２５
３６６

１８

３ 小手指小学校
（所沢市小手指元町） Ⅰ ５０

４，８４５
３６３

１３

（８）航空機騒音に係る環境基準の概要
○環境基準（Lden＊）：平成２５年４月１日施行

（１０）航空機騒音発生状況の概要（令和５年度）
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Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
ハイライト表示
環境省告示の改正により、平成25年4月1日から航空機騒音の環境基準の評価指標として用いられている。単発的に発生する騒音のエネルギーに、夕方5dBを加算、夜間に10dBを加算したのち、1日ごとの等価騒音レベルを算出したものである。



番号 測 定 地 類 型
Lden

（デシベル）
騒音発生回数

（上段：総数、下段：１日平均）
有効測定日数
（日）

入
間
飛
行
場
北
側

４ 狭山緑陽高等学校
（狭山市広瀬東） Ⅰ ５３

１３，７５９
３６６

３８

５ 綜研化学（株）駐車場
（狭山市柏原） Ⅰ ５９

１５，６５１
３６６

４３

６ 老人福祉センター宝荘
（狭山市柏原） Ⅰ ５０

８，００６
３６６

２２

横
田
飛
行
場

北
側

７ 金子小学校
（入間市西三ツ木） Ⅰ ５４

５，１６０
３６６

１４

８ 飯能第一中学校
（飯能市双柳） Ⅰ ４８

３，９００
３６６

１１
※ Lden欄の は、環境基準値を超えたことを示す。

基準値（臭気指数）
Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域

熊谷市、川口市、秩父市（一部）、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、
新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、
三芳町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、吉見町、皆野町、長瀞町、杉戸町、松伏町

１５ １８ １８

本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 １５ ２１ １８
川越市 １２ １４ １５
※ Ａ区域：Ｂ区域及びＣ区域を除く区域。

Ｂ区域：農業振興地域。
Ｃ区域：工業地域及び工業専用地域。

（１１）悪臭防止法に基づく臭気指数規制の概要
ア 敷地境界線における規制基準

イ 気体排出口における規制基準
敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める換算式により算出します。
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

騒

音

工 場 ・ 事 業 場 ２２７ ２６０ １８４ ２０４

建 設 作 業 ３１８ ３８１ ３０９ ４１５

交 通 ５２ ５８ ５２ ４９

近 隣 １２４ １８１ １４１ １５１

そ の 他 ２０９ ２９２ ３０９ ３０６

合 計 ９３０ １，１７２ ９９５ １，１２５

振

動

工 場 ・ 事 業 場 ３１ ２４ ２７ １８
建 設 作 業 ８１ １１９ １４１ １５７
交 通 １０ １０ １９ １７
そ の 他 ９ ２０ ２７ ２２

合 計 １３１ １７３ ２１４ ２１４

悪

臭

製 造 事 業 所 １１５ ８５ ９５ ８５

家 庭 生 活 ９１ ６８ ８ ６６

商 店 ・ 飲 食 店 ２４ ３３ ２４ ３２

そ の 他 ２９０ ３５２ ３３２ ２９７

合 計 ５２０ ５３８ ４５９ ４８０
（出典：総務省）

ウ 排出水の規制基準
敷地境界線の基準を用いて、悪臭防止法施行規則第６条の３に定める換算式により算出します。
換算式 Iw=L＋１６

Iw :（排出水の臭気指数）
L :（敷地境界線における規制基準）

※ 特定悪臭物質の濃度による規制については、「敷地境界線における規制基準」、「気体排出口における規制基準」、「排出水中における規制基準」により規制されて
いる。

（１２）騒音・振動・悪臭に係る苦情件数の推移 （単位：件）
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